
建賠保険のパワーアップのお知らせ

平成２５年１２月

（一社）日本建築士事務所協会連合会

これまで建賠保険（日事連・建築士事務所賠償責任保険）においては、建築物の「滅失・

破損」がないと補償がなされず、長年「滅失・破損」を要しない補償が望まれてきました。

日事連・建賠保険等調査専門委員会（委員長・田端隆日事連副会長）では、建賠保険の

課題として「滅失・破損」を要しない補償を数年にわたり検討してまいりましたが、平成

２６年４月より「滅失・破損」を要しない「構造基準未達時の補償」「建築基準等未達時の

補償」をオプションプランとして新たに追加することといたしました。また、昨今の情報

漏えい事故の拡大を踏まえた「情報漏えい事故補償」等の３つの補償も新たに追加されま

す。

詳しい内容、保険料等につきましては､平成２６年度版の正規パンフレット（近く公表さ

れます）を参照くださいますようお願いいたします。

【改定のおもな概要 平成２６年４月より】

●自動的に付帯されます。

●オプションプランとして特約を選んで加入できます。

会員のみ加入できます。 ＊別途特約保険料が必要です。

(1)情報漏えい事故

補償

・会員のみ付帯

(2)初期対応費用補償

・会員・非会員に付帯

(3)訴訟対応費用補償

・会員・非会員に付帯

構造設計ミスによる

構造基準未達時の賠

償事故を補償

建築基準法等におけ

る基準未達時の賠償

事故を補償

建物調査業務時の賠

償事故を補償

～構造基準未達による賠償事故を補償します～

～建築基準法等未達による賠償事故を補償します～

～建物調査業務中に発生した対人・対物事故を

補償します～



 

 



 


